
実
践
講
座
二
十
三
回 

『
郡
中
制
法
➅
』                                       

（
當
麻
家
文
書
D2-

５
） 

 
一
賄
賂
堅
く
禁
レ

之 

種
々
名 

      

目
を
付
け
軽
き
品
に
て
も 

      

差
贈
る
ま
し
く 
別
て
出
役
之 

      

面
々
へ
は
是
迄
如
何
程
之
因
ミ 

有
レ

之
と
も
音
信
礼
物
等 

差
出
事
一
切
停
止
之
事 

一
諸
事
公
論
に
決
し
衆
応 

      

其
処
を
得
各
志
を
遂
け 

      

し
む
る
事 

      

王
政
之
御
趣
意
た
り
其
旨
に 

      

背
き
諸
人
を
防
る
も
の 

      

あ
ら
ハ
村
役
は
素
よ
り 

      

仮
令
諸
官
有
司
之
面
々
た
り 

      

と
も
無
レ

憚
可
二

訴
出
一

事 

        

付
何
事
に
よ
ら
す
世
上
之 

          

為
と
相
成
事
心
付
ハ 

          

何
時
に
て
も
可
二

申
出
一

事 

 

右
條
々
堅
可
二

相
守
一

事 

是
永
世
之 

制
法
た
り 

聊
か
不
レ

可
二

違
背
一 

も
の
也 

  

明
治
二
年
己

巳 

      

三
月 

品
川
県 



[

用
語] 

別
而…

べ
っ
し
て
。と
り
わ
け
。特
別
に
。 

音
信
礼
物…
進
物
。訪
れ
た
際
に
渡
す
手
土
産
。   

仮
令…

た
と
い
。「
縦
令
」
と
も 

[

解
説] 

  

全
六
回
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
ま
し
た
『
郡
中
制
法
』
も
今
回
で
終
了
と
な
り
ま
す
。今
回
の
内
容
は
、①
「
役

人
へ
の
賄
賂
の
禁
止
」
と
、②
「
あ
ら
ゆ
る
事
を
会
議
で
決
め
、各
々
の
志
を
遂
げ
る
こ
と
は
天
皇
制
の
基
本
で

あ
る
」
こ
と
を
詠
っ
て
い
ま
す
。「
郡
中
制
法
」
は
明
治
二
年
、新
政
府
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、こ
れ

ま
で
学
習
し
て
き
た
内
容
と
い
え
ば
ほ
ぼ
江
戸
時
代
に
出
さ
れ
た
条
文
と
何
ら
変
わ
り
映
え
の
な
い
も
の
ば

か
り
で
し
た
。し
か
し
、こ
の
最
後
の
一
文
で
初
め
て
明
治
ら
し
さ
が
窺
え
ま
す
。ま
た
、こ
れ
は
『
五
箇
条
の
御

誓
文
』(

明
治
元
年
三
月)

「
広
ク
会
議
ヲ
興
シ
万
機
公
論
ニ
決
ス
ベ
シ
」
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。差
出
の
「
品
川
県
」
は
明
治
二
年
か
ら
四
年
ま
で
の
僅
か
な
期
間
、東
京
都
の
一
部
と
多
摩
地
域
・埼
玉

県
・神
奈
川
県
の
一
部
を
管
轄
し
、小
平
市
域
で
は
鈴
木
新
田
、野
中
新
田
両
組
、大
沼
田
新
田
が
属
し
て
い
ま

し
た
。小
川
村
・小
川
新
田
・廻
り
田
新
田
は
韮
山
県
の
管
轄
で
し
た
。 

 
 

次
に
文
字
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
仮
名 

 

（
ま
し
く
）
は
読
め
ま
し
た
か
。

（
ま
）
は
現
在
の
か
な
「
ま
」
と
同
じ
で
字
母
が
「
末
」
で
す
。「
ま
」
は
他
に
も

 

「
万
」
、

「
満
」
な
ど
で
表
記
し
ま
す
。文
書
に
濁
点
は
付
き
ま
せ
ん
が
、「
ま
じ
く
」
と
発
音
し
ま
す
。

「
禮
」
は

「
礼
」
、 

「
應
」
は
「
応
」
、

「
處
」
は
「
処
」
、

「
縣
」
は
「
県
」
の
異
体
字
で
す
。 

「
意
」
は
難
解
で
す
。心
「
し
た
ご
こ
ろ
」
は
時
と
し
て
一
本
棒
（

「
惣
」
）
、あ
る
い
は
し
ん
に
ょ

う
（

「
懸
」
）
の
様
に
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 


